
策

眠り久保地区について

名

は、用地買収や補償調

防

査業務などを進め、崩

災

壊対策工事の早期着手

・

を目指す
事業区分 □ 

減

自治事務   □ 法

災

定受託   □ その

対

他
今後の方向性 □ 縮

策

小　□ 改善 。県施工

基

の谷田押切地区につい

本

ては崩壊対策事業推進

目

のため、県を積極的に

標

サポートする。また引

安

き続き、県の
（改善措

全

置等）□ 休止　□ 

・

終了 沼津土木事務所と

安

合同で急傾斜地の指定

心

を受けた箇所のパトロ

に

ールを実施する。
計画

暮

対象 ■ 実施計画査定

ら

対象  □ 行政改革

せ

対象 
□ 廃止　　　

る

　 

※決算額について

ま

は、端数処理により、

ち

他資料の決算額と差異

要

が生じている場合もあ

施

ります。

策の目的 地震・水害な

No

ど

. 事務事業名 活動内容

の

コスト（事業費：千円

自

）

国・県建設事業に係

然

る負担金 令和　２年度

災

令和　３年度 令和　３

害

年度 令和　４年度 令和

か

　２年度 令和　３年度

ら

令和　３年度 令和　４

、

年度
活動指標名 単位

実

市

績 計画 実績 計画 決算 当

民

初予算 決算 当初予算
全

の

体事業概要
①

県・市が

生

整備した急傾斜 箇所 3

命

0 29 29
静岡県建設

、

事業等市町村負担金条

身

例に基づく、急傾斜 地

体

崩壊対策工事施工完成

、

地崩壊防止事業に伴う

財

事業費の市町村負担金

産

箇所（累計） 0 3,5

を

00 3,000 14,

守

000

②
県が整備中の

る

急傾斜地崩 箇所 1 1 1

た

壊対策工事箇所数

令和

め

　５年度の優先度

③2

、

　□ Ａ　　　 □ 

被

Ｂ　　　 □ Ｃ　　

害

　 □ Ｄ　

県施工の

を

谷田押切地区について

最

は、崩壊防止事業に着

小

手したため、地元調整

限

も含め、県のサポート

に

を行った。
■ 計画ど

抑

おり   
令和　３年

え

度
□ 遅延     

る

    
の評価

□ 進

対

展なし     

■ 

策

維持　□ 拡大 谷田押

を

切地区については、崩

講

壊防止事業促進のため

じ

、引き続き、県を積極

、

的にサポートする。
事

災

業区分 □ 自治事務 

害

  □ 法定受託  

に

 □ その他
今後の方

強

向性 □ 縮小　□ 改

い

善
（改善措置等）□ 

ま

休止　□ 終了
計画対

ち

象 □ 実施計画査定対

を

象  □ 行政改革対

つ

象 
□ 廃止　　　　

く

 

ること。

施策の方向 急傾斜地などの危険対策の推進

県と連携した事業推進により、計画的に事業が進展した。
■ 計画どおり   

令和　３年度
□ 遅延         

の評価
□ 進展なし     

■ 維持　　　　 今後も計画的に事業を推進していく。

今後の方向性 □ 拡大　　　　 

（改善措置等） □ 縮小　　　　 

□ 改善　　　　 

No. 事務事業名 活動内容 コスト（事業費：千円）

急傾斜地崩壊防止事業 令和　２年度 令和　３年度 令和　３年度 令和　４年度 令和　２年度 令和　３年度 令和　３年度 令和　４

1

年度
活動指標名 単位

実

頁

績 計画 実績 計画 決算 当

令

初予算 決算 当初予算
全

和

体事業概要
①

急傾斜地

 

崩壊危険指定数 箇所 3

3

2 32 32
三島市内の

年

急傾斜地崩壊危険区域

度

における土砂災害を （

　

累計）
未然に防ぐため

　

「急傾斜地の崩壊によ

事

る災害の防止に 0 36

務

,937 33,630

事

10,053
関する法

業

律」に基づき、静岡県

評

と連携をとりながら、

価

②
県・市が整備した急

表

傾斜 箇所 30 29 29

（

急傾斜地の崩壊防止施

個

策の建設・維持管理を

票

行う。 地崩壊対策工事

）

施工完成
箇所（累計）

課

令和　５年度の優先度

名

③
市が整備中の急傾斜

都

地崩 箇所 1 1 1
1 壊対

市

策工事箇所数 　□ Ａ

基

　　　 □ Ｂ　　　

盤

 □ Ｃ　　　 □ 

部

Ｄ　

徳倉谷戸B地区に

土

ついては、県費補助金

木

を利用して対策工事を

課

行い、工事が完成した

作

。市施工の谷田眠り久

成

保地
■ 計画どおり 

日

  
令和　３年度 区に

令

ついては、急傾斜地崩

和

壊危険区域に指定され

　

た。県施工の谷田押切

４

地区についても県をサ

年

ポートするととも
□ 

　

遅延        

８

 
の評価 に、県の沼津

月

土木事務所と合同で急

　

傾斜地の指定を受けた

５

箇所のパトロールを実

日

施した。
□ 進展なし

概

     

■ 維持　

施

□ 拡大 市施工の谷田


